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昨年，名古屋市錦二丁目地区において実施された「長者町ウッドテラス社会実験」は，まちづくり協議

会が主体となって実施した歩道拡幅社会実験であり，企画・検討から社会実験後の意見交換会に至るまで

多様な関係者が参加する場をデザインしながら実施したものである．

本研究では，多様な参加機会が地域力の向上に与えた影響の一端を明らかにするために，社会実験のプ

ロセス，沿道事業者へのヒアリング調査結果，意見交換会の記録を分析した結果，1) 社会実験を通じた多

様な参加機会が地域の主体性の促進と関係者の巻き込みにつながったこと，2)社会実験に向けた学習の場

が地域力を育くんだこと，3)まちづくり活動を通じて蓄積された個人の経験や地区の実績が基盤となって，

地域力を原動力としたまちづくりの好循環が生まれていることを明らかにした． 

     Key Words: Choja-machi Wood Terrace, Social Experiment, Consensus building, Regional Revitaliza-
tion, learning opportunities 

1. はじめに

(1) 研究の背景と目的

行政主導による社会基盤整備は，人口増加に伴う量的

拡大が必要とされる時代においては，国民生活の向上と

経済発展に貢献してきた．しかし，人口減少や都市の空

洞化が進行する中，地方都市や都心近郊部をはじめとす

る各地域では，地域再生や来街者および地域住民を惹き

つけるために，高質な生活空間や地域間競争力を高める

都市環境の創造が求められている．道路空間においては，

歩行者空間を確保するハードの取組みとしての道路空間

再配分，歩行者空間を有効活用するソフトの取組みとし

ての道路占用許可の特例や社会実験を利用した試みが各

地でみられる．これらの取組みには，単に歩きやすさや

快適性，安全性の向上だけでなく，地域住民の幅広い活

動の場，運営主体にとっての関係者とのつながりや運営

を通じたノウハウの蓄積など，空間的な価値にとどまら

ない，様々な効果が期待できる． 

また，まちづくりや地域再生においては，地域力や

social capitalなどが重要であるとされてきた．そのうち，
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地域力は，既往研究において 2つの側面，すなわち経済

的な側面からの地域力と地域のコミュニティの活性化と

いう側面からの地域力が指摘されている 1)．そのため，

先に示した道路空間に対する取り組みは，副次的な効果

（意欲の向上，関係者のとつながり，ノウハウ等）の蓄

積を通じて，まちづくり全体を活性化する地域力向上に

好影響を与え得るものと考えられる． 

本研究では，歩行者空間の確保および有効活用の取組

み事例として，名古屋市錦二丁目地区（以下，「錦二丁

目地区」と呼ぶ）において実施された「長者町ウッドテ

ラス社会実験」を取り上げ，社会実験の中に組み込まれ

た多様な参加機会が地域内で活動するグループやコミュ

ニティの成員に与えた影響を明らかにする． 

(2) 研究の手法

本研究では，「長者町ウッドテラス社会実験」におけ

る検討・検討から社会実験後の意見交換会に至るプロセ

ス，沿道事業者へのヒアリング調査結果，意見交換会の

記録を整理している．なお，筆者らは，本社会実験の企

画・検討から実験後の意見交換会に至るプロセスに参画

しており，参与観察調査による分析を試みる． 

(3) 既往研究と本研究の位置づけ

社会実験の影響を分析した研究として，利用者の評価

や地元住民の実験への参加意向の変化に関する数多くの

研究がある 2)．これらは，社会実験の短期的直接的な効

果の分析として重要であるが，本研究では社会実験をま

ちづくりという息の長い取組みの中に位置付けて，関係

者（人・団体）への影響を検討するものである． 

また，地域住民が社会基盤の整備に関わった事業を対

象とした研究としては，例えばセルフビルドのみちづく

りを分析した佐々木ら 3)は，事業の効果として「生活基

盤を自ら構想し，自らの努力で建設するという高い自治

意識につながる」可能性を示唆している．また，田中ら
4)は，住民によって道路整備が行われた史実を検証した

結果，地域住民自らが公共空間（道路）を地域資産と理

解し，そのデザインとマネジメントに関わることは地域

コミュニティ形成の場となり，かつ地域に対する愛着を

醸成する場となり得ると考察している．本研究では，地

域力を宮西 5)の定義である「地域住民が抱える問題を地

域社会の問題としてとらえ，共同で問題を解決していく

力」ととらえ，地域の人々で取組みを成し遂げるプロセ

スに対して，「自治意識」や「愛着」といった公益的活

動に向かう精神基盤に着目する． 

2. 対象地域の概要

(1) 錦二丁目地区の概要

錦二丁目地区は，名古屋を代表する繁華街である名古

屋駅地区と栄地区との間に位置する約 400m 四方の都心

地区である．地区内はすべて一辺 100mの 16街区（4×4

街区）で構成されている（図-1）． 

かつて日本三大繊維問屋街にも数えられたこの地区は，

終戦後から発展し 1950～60 年代に繊維問屋街として隆

盛した．しかし，2000 年頃には古くからの繊維問屋の

移転や撤退，廃業が進み，老朽化ビルの跡地が駐車場に

転用されることで人通りが減少し，一時はゴーストタウ

ン化が危惧された．このような状況に危機感を持った地

元有志が中心となって，2000 年頃から路面店のシャッ

ターをキャンパスとしたシャッター・ペイントや，集客

イベント（ゑびす祭）や空きビルの再生（ゑびすビルプ

ロジェクト）などを手掛けたことを契機に，現在はまち

づくり活動が活発に進められている． 

図-1 対象地域の位置図

表-1 錦二丁目地区で活動する主な組織の概要

名称 概要 

錦2丁目 

まちづくり 

協議会 

構成員：地域の事業者や住民など 

目 的：錦 2 丁目全体として，より良いまちを育んでゆ

くこと 

町内会 
構成員：地域住民 

目 的：地域住民の親睦，地域自治 

名古屋長者町

織物協同組合
構成員：地域の繊維問屋など 

目 的：繊維問屋業の健全な発展と堅実な運営 

青長会 
構成員：若手経営者 

目 的：長者町エリアの発展への寄与 

長者町 
アート

アニュアル

構成員：シャッターペイント（2000）をきっかけに集ま

ったアートファン，長者町ファン 

目 的：まちとアートの出会いを継続，深めること 

長者町 

まちなか 

アート
発展計画

構成員：あいちトリエンナーレ2010をきっかけに集まっ

た，アートファン，トリエンナーレサポータ

ー，長者町ファン 

目 的：アートへの関わり方を模索し，表現していくこ

と 

長者町ゼミ 
構成員：長者町をフィールドとした大ナゴヤ大学の授業

をきっかけに長者町に集まった長者町ファン 

目 的：長者町を応援する 
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(2) 錦二丁目地区でのまちづくり活動組織 

錦二丁目地区には，地縁組織として，まちづくりや地

域自治を担う「まちづくり協議会」や「町内会」，地域

産業を担う「名古屋長者町織物協同組合」，飲食店や小

売業を含む各種店舗の若手経営者の集まりである「青長

会（地元青年会）」が組織されている．一方，志縁を核

とする組織としては，まちづくり構想にも謳われたアー

トに関する複数の組織がアートイベントをきっかけとし

て活動しているほか，生涯学習に係る活動をきっかけに

集まった地区のファンによる集まりも存在する（表-1）．

この他にも飲食店や小売業の若手経営者，デザイナーな

ど個人のつながりをベースとしたいくつかの集まりが存

在しており，これらの組織に重複して所属する人も多い．

また，ゑびす祭など地区全体のイベントでは各組織が協

働しており，公的活動から私的活動まで多様な組織が緩

やかにつながりながら多様なとりくみが展開している． 

(3) まちづくり協議会の体制 

錦二丁目地区のまちづくりを主導するまちづくり協議

会の体制を図-2 に示す．まちづくり協議会では，まち

づくり構想 6)策定後，その具現化に向けて，複数のプロ

ジェクトチームを立ち上げている．プロジェクトはその

年によって随時変更されるが平成 27 年度時点では，1)

公共空間のあり方を検討する「公共空間デザイン」，2)

地震等への対応のあり方を検討する「耐震」，3)まちと

森が抱える問題に対する地区のあり方を検討する「都市

の木質化」，4)居住者の増加を目的に居住環境のあり方

を検討する「長者町家」，5)既存及び新築建物への自然

エネルギー利活用のあり方を検討する「自然エネルギー

利活用」の 5つのプロジェクトチームが稼働している．

また，2013 年には「低炭素地区会議」が発足し，各プ

ロジェクトを低炭素の観点からとりまとめ，調整を行っ

ていることも特徴的である． 

■実施期間

H26.9.13～H27.2.15(約6ヶ月間)

■実施主体

錦二丁目まちづくり協議会，下長者

町町内会，錦二丁目町内会連合，名

古屋長者町繊維織物協同組合

■目的

交通安全性，快適性，にぎわいの向

上に関する効果検証

■手続き

道路法に基づき次のとおり実施

・道路管理者と維持管理や緊急時の

対応，費用負担等に関する協定

を締結

・承認工事申請，道路占用許可申請

(プランター設置)，施工中の道路

使用許可申請を行い実施

図-3 社会実験の概要 

図-2 錦二丁目まちづくり協議会の体制図 
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そのうち，公共空間デザインプロジェクトチーム（プ

ロジェクト長：藤森幹人）は，まちづくり構想策定直後

から発足しているプロジェクトである．後に示す社会実

験を主導的に検討し，実現に向けて道路管理者や交通管

理者と協議を担った．そして，社会実験後は沿道事業者

の合意形成の場を企画・実施しつつ，錦二丁目地区にお

ける公共空間のあり方を継続して検討している． 

一方，都市の木質化プロジェクトは，名古屋大学グロ

ーバル COE プログラム「地球学から基礎・臨床環境学

への展開学（FY2009-FY2013）」において展開された

「都市の木質化プロジェクト」と「錦二丁目マスタープ

ラン企画会議」とが連携し設立されたプロジェクトであ

る．社会実験にあたっては，木材の利用を提案するとと

もに，材料の調達，搬出入を担った．更に，社会実験後

の木材の 2次利用について主導的に検討を行った． 

(4) 長者町ウッドテラスの概要

長者町ウッドテラスは，道路空間の交通安全性，快適

性，にぎわいの向上を図ることを目的に，将来の道路空

間のあり方を検証するために実施した 2014 年 9 月から

2015年 2月の半年間の社会実験である．その実施経緯に

は稲永ら 7)に詳しい．長者町ウッドテラスの位置図，平

面図，断面図および写真を図-3 示す．実施区間は，交

差点で区切られた延長約 60m の直線区間であり，道路

の幅員構成は W=9m の車道と W=3m の両側歩道による

全幅 W=15m である．この状況に対して，東側既設歩道

に W=2m を張り出すかたちで歩道拡幅が行われた．拡

幅部の構造は，端部は通常の縁石ブロック，路面が県内

産の角材で構成される． 

社会実験期間を通して拡幅部は主に歩道として利用さ

れ，周辺道路全体を通行止めとして実施する集客イベン

ト（ゑびす祭り）の開催時には休憩スペースとして利用

された(図-4)． 

3.社会実験のプロセス

社会実験のプロセスを図-5 に示す．企画・検討段階，

実施段階，実施後の三段階に分けて記述する． 

(1) 企画・検討プロセス

公共空間デザインプロジェクトにおいて，まず社会実

験の実施方法と歩道拡幅部の構造が検討された． 

社会実験の実現方法については，道路空間の賑わい創

出という観点から「道路占用許可の特例」の適用も想定

された．しかし，プロジェクトに参画している行政職員

からの助言を受け，市内の実施事例がなく調整の長期化

が予想されることから「道路占用許可の特例」の適用を

見送り，「交通安全対策の検証」を主目的とする社会実

験と位置づけた．そのため，当初企画された路上での駐

輪場確保や日常的なベンチの設置は見送られた．そして，

車両交通を通行止めにして実施する集客イベント時には，

ウッドテラスにベンチやテーブルを設置し，賑わい創出

に関する検証を行うことが計画された．また，木材を路

図-5 社会実験の検討・調整フロー図-4 ｳｯﾄﾞﾃﾗｽの利用状況（上：通常時，下：ｲﾍﾞﾝﾄ時）
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面に用いることに対する道路占用許可が困難であるため，

道路管理者と協定を締結した上で，ウッドテラスの施工

を行うという実現方法が定められた．現行の法制度によ

る条件に基づき，社会実験の目的を具体化し，その優先

度を関係者間で共有した段階といえる． 

歩道拡幅部の構造の検討では，社会実験という一定期

間の整備であることと，地域の合意形成に向けて住民参

加による施工が有効であることに着目し，施工および撤

去が簡単な構造を目指した．その結果，12cm四方の角

材を並べる構造（図-6）を立案し，道路管理者である名

古屋市及び交通管理者である警察等と協議を行った．各

管理者からは表-2に示すように主に「歩行者の安全確

保」や「維持管理方法」等に関する指摘を受け，その都

度プロジェクトチームで対応方針を検討，回答している．

特に木材の利用は，これまで公道での適用事例がないこ

とから，その維持管理や安全対策，安全性検証について

は入念に調整を行っている．例えば維持管理については，

緊急時に迅速な対応が可能とするよう，沿道店舗とまち

協側との連絡体制を構築するとともに，週に１度清掃を

兼ねた定期点検と点検報告書を作成することとしている．

また，万が一，第三者に損害を与えた場合に備えて，保

険会社との相談の上，施設賠償責任保険に加入している． 

これらの協議の結果を踏まえ，8 月 18 日に錦二丁目

町内会連合，下長者町町内会，名古屋長者町織物協同組

合，錦二丁目まちづくり協議会の連名により「長者町通

り歩道拡幅社会実験の実施に関する要望書」と「市道長

者町通における歩道拡幅社会実験に関する協定（案）」

を提出し，実施に向けた手続きを進めた． 

企画・検討段階における公共空間プロジェクトの会合

では，専門家同士の議論ではなく，むしろ住民が積極的

な提案を行うことで，行政職員との協働により課題をひ

とつずつ粘り強く解決している．その結果，企画検討プ

ロセスがプロジェクトメンバーそれぞれにとって，道路

行政の仕組みや制度を学ぶ「学習の場」として機能した．

また，この粘り強い対応を通して，プロジェクトチーム

は，単に実現したいことを主張するのではなく，懸念さ

れた安全性の確保と地域のビジョンの両立を見出してい

る．これは，行政が画一的に管理するために定められた

基準にそのまま従うのではなく，対話を通じて地域が自

らで責任がとれる範囲とその基準を発見したということ

もできる．このような効果が発現された要因はプロジェ

クトチームが地域住民，専門家，行政から構成されてお

り，会合内でアイデアの発言と実現性に関する反応がリ

アルタイムに行われたことであろう．また，社会実験以

前からのまちづくりによる個人の経験や地域の実績も大

きな要因である． 

(2) 実施プロセス

a) 住民参加による施工

長者町ウッドテラスの施工は住民参加により実施され

ている．縁石の施工は施工業者により実施されたが，木

材路面部の施工は，施工業者の管理のもと，安全性に充

分配慮したうえで住民が作業員の位置づけで実施してい

る．9月 13日から 26日まで，延べ 60名が作業員として

参加した．約二週間にわたって地域住民が施工に関わる

ことで，多くの人がそれを目にし，たまたま社会実験の

実施区間を歩いていた地域住民からの声掛けや，施工区

間に面する喫茶店からコーヒーの差し入れなど，コミュ

ニケーションの場として機能した． 

b) ウッドテラスの利活用

社会実験期間を通じて，拡幅部は主に歩道として利用

され，周辺道路全体を通行止めとして実施する集客イベ

ント（ゑびす祭り）の開催時には休憩スペースとして利

用された（図-4）．また，地域住民や錦二丁目地区で組

織による自発的な活動の場として利用された．例えば，

長者町まちなかアート発展計画による「お散歩ダンス」

や，青長会や長者町ゼミのメンバーによる「ナイトピク

ニック（ウッドテラスに椅子を持ち出しホットワインを
既存の歩道部

歩道縁石 

図-6 歩道拡幅部の構造図案 

表-2 事前協議の協議事項とその対応 

意見 対応 

道路構造に対する 

安全性の確認 

・木材を固定するために，アンカーやビスの密度を調整

・段差が生じる拡幅部と既設歩道の境界（既設歩道側）には，プランターを設置

木材に対する 

安全性の確認 

・材料試験を実施し，舗装設計施工指針に規定される BPN 値を満たすことを確認，報告

・有識者ヒアリングや設置後約 2 年が経過している SWD の状況を報告

拡幅部の利用 ・平常時に拡幅部分にベンチやプランターは設置しない

維持管理の責任 ・連絡窓口の明確化，施設賠償責任保険への加入，点検計画の作成
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飲みつつ語りあう）」など，実施主体であるまちづくり

協議会とかかわりが強くない組織の自主的な活動が促さ

れ，社会実験の空間が多様な組織同士の接点を増やす役

割を果たしている． 

c) 維持管理

維持管理については，道路管理者と実施主体の間で締

結した協定に基づき，地域住民の持ち回りにより週1回

の定期的な点検や清掃を実施したほか，大雨の際の排水

への対応や大雪時における雪かきなど，悪天候時の点検

や対応を行っている．また，実施主体だけでなく，沿道

事業者による自主的な清掃も行われた． 

d) 社会実験の効果計測 

社会実験中は，歩道拡幅の定量的な効果把握を行うた

め，各種調査を実施した（表-3）． 

交通量調査については，調査期間が長期にわたるため，

沿道建物からのビデオ観測により実施した結果，ウッド

テラスの歩行者交通量は実施期間を通して日200人程度，

全体歩行者数の8%程度の利用であることが確認できた．

また車道狭窄による自動車交通への影響については，交

通量の変化はほとんど見られなかったものの，走行速度

は日平均で約3km/h低下し，道路狭さくによる速度低減

効果が確認された．また，地域の課題とされた逆走車両

数についても，社会実験開始1か月後の11月においては

平日平均で約3.2台/日であったのに対し，1月平均では1.0

台/日と減少傾向が確認され，実験の認知度が高まるに

つれ，減少する傾向が明らかとなっている． 

このほか，定性的な効果や課題の抽出を目的として，

実験前後における沿道事業者に対するヒアリング調査，

実験期間中の通行人に対するアンケート調査を実施した．

ヒアリング調査についてには，次章で詳述するため，こ

こではアンケート調査について概要を記す．アンケート

調査は，現在の歩行者の状況（平日に多数の歩行者が往

来し，休日は閑散とする）を踏まえ，平日とイベント時

に調査を実施した．特に，周辺道路を通行止めにして実

施されるイベント時には，拡幅部を来訪者の休憩スペー

スとして開放したうえで調査を実施した．その結果，平

日歩行者は，木の利用については8割近い方から好評価

を得たが，歩道拡幅については意見が分かれることが明

らかとなった．その一方で，イベント時（休日）歩行者

は，歩道拡幅，木の利用の両方について好評価であった．

特に木材の評価は，自然の少ない都心部にあって，「自

然を感じられる」「景観が良くなったと感じる」といっ

た意見が多く見られた．

e) 撤去

長者町ウッドテラスの撤去についても，木材路面部の

撤去は，施工業者の管理のもと，安全性に充分配慮した

うえで住民が作業員の位置づけで実施している．2月 11

日（水・祝）に延べ約 20名が作業員として参加した． 

4. 沿道事業者へのヒアリング

沿道事業者に対するヒアリングは社会実験前後の2回

実施した． 

(1) 事前調査

事前調査の目的は，1)社会実験に対する同意を得るこ

と，2)まちづくりに関しても広く意見を伺うことである．

2014 年 9 月 1 日～10 日に，拡幅歩道に面する道路東側

の沿道店舗・事業所（計 22 店舗）を対象に実施した．

実施方法は，事業者ごとの対話形式で実施し，まず予

表-5 営業における道路空間との関わり（沿道事業者事前ヒアリング結果） 
業種 卸売業 飲食店 物販店 その他 

来店者 

の交通 

手段 

◆自動車が多く徒歩は少ない． 

◆自動車は店先・駐車場に駐車． 

◆滞在時間は仕入量によって異なり 

5分～2時間程度． 

◆仕入商品は車で持って帰る場合と 

郵送の場合がある． 

◆大半が徒歩で来店 

◆車での来店者はパーキングメータ

ーか駐車場に駐車． 

◆滞在時間は1時間程度． 

◆取り扱っている商品や客層により交

通手段は異なる． 

◆比較的，公共交通機関や徒歩による

来店が多い． 

◆業種により異なるが，大半は徒歩で来

店． 

◆店先に車を停める事務所もある． 

◆自動車で来店する人は近隣の駐車場を

利用． 

搬出入 

◆業者による搬出入が大半であり，ト

ラックを店先に駐車し実施． 

◆搬入時間帯は9時～10時頃が中

心． 

◆駐車時間は10分～20分程度． 

◆店で搬入する場合は店先か近隣の

駐車場に停めているが，土日や時

間帯を選んで行っている店舗もあ

る． 

◆業者による搬入の場合はトラック

を店先に駐車し実施． 

◆店先に車両を駐車し搬出入． 

◆配達が多い店舗もあり，店先に車両

を停めて搬出する．時間は10～15

分程度，頻度は20～30回／日． 

◆搬出入する場合はいずれもパーキング

メーターか店先に駐車し実施． 

通勤 
◆車通勤時は近隣駐車場を利用． 

◆自転車通勤時は店先の歩道に駐輪． 

◆公共交通機関や徒歩が多い ◆車通勤時は近隣駐車場を利用． 

◆公共交通やバイクが多い． 

表-4 ヒアリング調査対象事業者の業種・営業位置 

業種

位置 
卸売業 飲食店 物販店 その他 合計 

1階路面店 6 1 2 1 10 

1階奥 0 1 1 1 3 

地下1階 0 3 0 0 3

地上2階 2 1 1 1 5

地上3階 0 0 0 1 1

合計 8 6 4 4 22

表-3 社会実験時の調査一覧 

調査項目 調査対象 調査概要 

交通量 

調査 

自動車 

・歩行者 

画像解析を用いた連続交通量及び旅行

速度調査（11月～1月） 

ヒアリング 

ﾞ調査 

沿道 

事業者 

事前：内容説明と意向の把握 

事後：結果報告と意向の把握 

アンケート 

調査 

通行人 

（歩行者） 

通勤・ビジネスの多い平日と 

買物の多い休日（ゑびす祭り）に実施

第 53 回土木計画学研究発表会・講演集

 1519



定する社会実験の概要を説明したのち，現在の歩道利

用状況や営業形態など定型的な質問を行ったうえで，

社会実験やまちづくりに対する意向を自由に回答して

もらう形式とした． 
ヒアリング調査対象事業者の業種及び営業位置を表-4

に示す．位置については，1 階路面店舗が対象者の半数

程度を占め，業種は卸売業，物販・飲食店いずれも多い． 

業種別の営業時における道路空間との関わりを表-5

に示す．卸売業において自動車による来店が大部分を占

め，「9 割以上が自動車で来店する」という店舗も存在

した．一方，飲食店，物販店においては，徒歩での来店

が多い傾向があり，「自動車による来店はほぼない」と

いう店舗も存在する．また，店先に駐車する主な車両は，

繊維問屋では客と業者の双方，飲食店や物販店等におい

ては業者が中心であった． 

次に，事前ヒアリングにより抽出された不安や期待を

表-6に示す．社会実験への不安については，店先に駐車

できないことへの不安がすべての業種で多く，「店先に

駐車できないことの影響」が不安視されており，「車道

の両側に駐車された場合に渋滞を引き起こしかねない」，

「搬出入や来客の利便性が低下する」などの課題が出さ

れた．また，社会実験および歩道拡幅に対する意向とし

ては，一概な賛否を得ることは難しいが，出された意見

を大別すると，1)将来的な魅力的なまちの形成や来街者

数増加への期待，2)現在の営業への支障認識，3)やって

みないと分からない（社会実験については賛成）の3つ

に分けることができた．業種別にみると，自動車を使用

する機会が多い卸売業では「不便になる」「お客が来な

くなる」という，現在の営業に対する支障を懸念した意

見が多い一方で，一部の事業者からは「良いまちにした

い」あるいは「まちの方向性に合わせて（業態を）変え

ていきたい」といった意見も出された．一方，飲食店や

物販店からは，来街者への快適な空間の提供に期待する

意見が出された．不安についても，ゴミや路上駐車の管

理など，社会実験の実施を前提とした意見が出された． 

(2) 事後調査

事後調査の目的は，社会実験中に実感したその効果や

課題を把握することである．調査対象者は事前ヒアリン

グと同様とし，社会実験実施後の 2015 年 4 月に実施し

た．実施方法は，まず歩行者数や走行速度などの交通量

調査結果やアンケート調査による通行人や利用者の意向

を事業者に提示・説明したうえで，社会実験の効果や課

題，今後の道路空間の検討やまちづくりに関する課題に

ついて自由に回答してもらう形式とした． 

事後調査で得られた主な意見を表-7 に示す．実感し

た効果については，交通量調査でも確認された逆走車両

の減少や自動車走行速度の低下に関する効果が認識され

ていた．また，混雑時の歩行性向上，木材を利用したこ

とによる雰囲気の改善等が指摘され，事前ヒアリング時

よりも歩道拡幅や木材利用によるまちや歩行者への好影

響に関する意見が得られた．一方，渋滞の発生，荷捌き

や来客アクセスにおける利便性の低下等，事前ヒアリン

グでも予見されていた課題のいくつかは改めて指摘され

ている．しかし，「さまざまな条件が重なった場合に渋

滞が発生する」など，より具体的な問題点（路上駐車の

路肩への寄せ方，通行できない規格の大型車が通過して

いる可能性がある等）が報告され，その改善提案も得る

ことができた．また，事前ヒアリング時には「従前と同

様でよい」としていた事業者からも，「お客さんが気軽

にアクセスできる環境の維持」，「拡幅後の使い方」，

「駐車時間別の路上駐車への対応」等，今後の道路空間

のあり方について具体的な提案が出され，更には複数の

事業主から「事業主個人として今後，展開したいビジネ

スアイデア」などの提案があった． 

業種や賛否を問わず，事前ヒアリングでは現状を基準

とした意見が多かった一方，事後ヒアリングでは将来に

向けた意見が多く出されており，社会実験が単に賛否を

問うだけでなく，一部事業主にとって将来の道路空間や

まちづくりを考える契機や，各々のビジネスの将来設計

を考える契機として機能したものと想定される．

表-7 沿道事業者ヒアリング結果概要（事後調査） 

項目 内容 

実感した 

効果 

・逆走車の減少（繊維問屋等） 
・自動車走行速度の低下（繊維問屋，物販店等） 

・混雑時の歩きやすさ（飲食店等） 

・木の暖かい雰囲気（繊維問屋，物販店等） 

実感した 

課題 

・路上駐車がある場合のトラック通過時の渋滞 
（繊維問屋，飲食店，物販店等） 

・搬出入，来客アクセスの不便さ 

（繊維問屋，物販店等） 
・自転車の走行が危険（繊維問屋，物販店等） 

・歩車道間の段差が危険（繊維問屋，物販店等） 

・雨天時の滑りやすさ（繊維問屋，物販店等） 

今後への 

意見，要

望， 
アイデア 

・客がアクセスしやすい環境の維持（繊維問屋） 

・拡幅した歩道の使い方に関する検討が必要 

（物販店） 
・自転車と歩行者の区分が必要 

（繊維問屋，飲食店等） 

・駐車は駐車時間別の対応策が必要 
（繊維問屋，物販店） 

表-6 沿道事業者ヒアリング結果概要（事前調査） 

項目 内容 

社会実験に 

対する不安 

・搬出入の利便性 

・来店時の利便性，アクセス性 

・路上駐輪の変化 

・渋滞の発生 

・安全性（段差等） 

・ゴミや路上駐輪の管理 

まちの変化への 

期待 

・良いまちにしたい 

・まちの方向性に合わせて業態を考えたい 
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5. 社会実験後の意見交換会

社会実験後，実験結果の報告と長者町通りの本格的な

道路再編に向けた地区内での意見交換を行う場として

「公共空間まちのしゃべり場」を 3回開催した（表-8）． 

(1) 第1回公共空間しゃべり場（2015.5.19） 

社会実験により表面化された意見や課題を共有しなが

ら，公共空間を良い方向に導くきっかけとすることを目

的ととして開催された．第 1回は，社会実験の概要，各

調査結果を地域へ報告したうえで意見交換を行った結果，

道路空間の再編に対する賛否両論の意見が共有された．

共有された意見は 3 つに大別できる．1 つ目が「気軽に

使ってもられる駐車スペースの確保に関する要望」であ

る．社会実験中，沿道事業者には顧客から店先に駐車で

きないことに対するクレームを受けた人もおり，そのよ

うな事業者は，店に近くかつ無料の駐車スペースがなく

なることによる顧客の減少を懸念していた．また，それ

を防ぐために店側が駐車料金を負担する可能性があるの

ではないかと不信感を持っていることが明らかになった．

2 つ目は「自転車対策の必要性」である．車道が狭くな

ることで自動車の運転手が自転車の発見が遅れ，自動車

と自転車の衝突事故の発生が懸念されること，普段の歩

行時に自転車の走行に対して危険性を感じていることが

指摘されるとともに，自転車帯の整備や交通ルールの整

理・周知などの必要性が訴えられた．そして，3 つ目が

「課題解決に向けての話し合いの要請」である．意見交

換を通して，歩道拡幅によって地域内で生じる利害が明

らかとなったため，今後議論を深め課題を解決すべきと

いう要望がなされた． 

(2) 第2回公共空間しゃべり場（2015.7.6）

第 1回公共空間しゃべり場を受けて開催された公共空

間デザインプロジェクトにより，「地域の公共空間につ

いて共感をもって議論するためには，その歴史やまちづ

くり構想の内容を地域で広く共有することが重要」とい

う方向性が定まり，第 2回公共空間しゃべり場が開催さ

れた．第 2回は，第 1回の振り返り，地域の歴史や未来

（まちづくり構想の内容）について説明したうえで，

「こんなまちにしたい」をテーマに意見交換を行った．

意見の内容を大別すると錦二丁目の役割や個性に関する

内容や，賑わいづくりや公共空間のあり方に関する内容

など多岐に渡って意見が共有された．特に，第 2回では，

文化の多様性をはぐくむまちづくりを行うという方向性

が確認された． 

(3) 第3回公共空間しゃべり場（2016.3.11） 

第 2回公共空間をしゃべり場後の公共空間デザインプ

ロジェクトにおいて，歩道拡幅社会実験の意義は道路空

間再配分の課題抽出，都市の木質化の推進（快適性・に

ぎわい），交通安全対策の効果検証の 3つであったとい

う整理を再度行ったうえで，緊急性が高くかつ合意形成

が図られやすいと考えられる「交通安全対策（逆走対

策）」の実現に向けて取り組むことが定められた．そこ

で，第 3回目では具体的な逆走対策として，「コインパ

ーキング出入口への一方通行の表示（駐車場オーナーへ

の依頼）」，「交差点部の狭さく化」が提案されたほか，

時期を同じくして木質化プロジェクトが主導的に検討し

ている木質ベンチの設置についても提案された．その後

の意見交換では，まちづくり構想で掲げたイメージとの

整合に関する意見が多く出され，道路空間に対するアク

ションは交差点狭さくで終わりではなく，あくまで段階

整備の 1つのステップであることが共有された． 

表-8 公共空間しゃべり場の概要

回数・日程 内容 

第1回 

2015.5.19 

・テーマ：長者町通りのこれからを考える 

・参加者：24名 

(まちづくり協議会：9名，市民：13名，行政：2名)

・内 容： 

①社会実験振り返り（説明） 

②長者町通りのこれからに関する意見交換 

・主な意見： 

①気軽に使ってもられる駐車スペースの確保に関

する要望 

②自転車対策の必要性 

③課題解決に向けた話し合いの要請 

第2回 

2015.7.6 

・テーマ：こんな街にしたい！通りの未来を考える 

・参加者：21名 

(まちづくり協議会：12名，市民：7名，行政：2名)

・内 容： 

①第1回しゃべり場振り返り（説明） 

②長者町通りの歴史と未来（説明） 

③こんなまちにしたい！（意見交換） 

・主な意見： 

①広域的に見た錦二丁目地区の役割 

②名古屋における錦二丁目地区の役割，個性 

③公共空間のあり方・方向性 

④賑わいづくりに向けて 

⑤錦二丁目地区の過去～現在 

⑥錦二丁目地区の将来像 

第3回 

2016.3.11 

・テーマ：こんな街にしたい！通りの未来を考える 

・参加者：11名 

(まちづくり協議会：9名，市民：2名) 

・内 容： 

①これまでの振り返り（説明） 

②提案事項に関する意見交換（意見交換） 

②-1 長者町通り逆走対策 

「駐車場出入口表示への協力依頼」 

②-2 長者町通り逆走対策 

「交差点部分の狭さく化」 

②-3 錦二丁目内の幅広歩道付近への 

木質ベンチの設置提案 

・主な意見： 

①一般的なラバーポールではまちづくり構想で掲

げた地域のイメージに合致しない 

②逆走対策，休憩スペース設置の進め方 
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(4) 意見交換会の分析

第 1 回ではまちづくり協議会以外の参加者（表-8 中

の「市民」）が多く，とりわけ歩道拡幅に対して反対意

見を持った参加者が多かった．これは，社会実験を通し

て，道路空間の再編が具体的に検討されていること，そ

れにより既存営業形態に対して影響があることが理解で

きたことにるものと考えられる．また，反対意見を持っ

た参加者の多くは，社会実験以前まではまちづくりの活

動に参加することのなかった事業者が大半である．つま

り，意見交換会という場が，まちづくり活動への参加経

験が少ない市民の主体性を促す契機となったことを示し

ている．また，第 2回，第 3回と議論を重ねることで社

会実験で得た実感が議論を通じて客観化され，今後の展

開へ結びついている． 

6.考察とまとめ 

本研究では「参加機会」が地域内で活動するグループ

やコミュニティの成員に与えた影響を明らかにすること

により，社会実験における多様な参加機会が地域力の向

上に与えた影響を考察した． 

(1) 社会実験による主体性の促進と関係者の巻き込み

本社会実験では企画・検討から実施後に至るまで，多

様な参加機会が企画された．企画・検討プロセスは，ま

ちづくりの主体が道路行政や制度を理解，学習する場と

して機能し，それにより地域での道路管理を手掛けるた

めの主体性の形成に結びついている．また，実施プロセ

スにおける，参加型の施工も，より幅広い主体にとって

主体性形成に寄与している．これにより，公共空間に対

する意識が向上し，当初予定していない自主的な清掃な

どの維持管理活動につながったと考えられる．また，木

材路面による空間形成が多様な利用を通じて異なる組織

の接点を増やし，関係者を巻き込む契機となっている．

また，社会実験という空間的な変化が，必ずしも賛成で

ない沿道事業者にとって，将来の道路空間やまちづくり，

各々のビジネスの将来設計を考える契機となり，まちづ

くり活動に参加するきっかけとなった． 

(2) 学習の場を通じた地域力の向上

全体を通じて獲得された成果の 1つとして，社会基盤

施設という公的基準が強いものについて，地域自らが責

任をとれる範囲とその基準を合意した点が挙げられる．

これは，行政による監理を前提として画一的に定められ

たルールをメンバーが中心となって学習し，地域の状況

を踏まえて検討したためである．そして，これこそが，

冒頭で定義した「地域力」の向上そのものであると考え

ることができる． 

(3) まちづくりの原動力としての地域力

本社会実験では，2000 年頃からはじまったまちづく

り活動による個人の経験や地区の実績を基盤としつつ，

社会実験の企画・検討段階における，まちづくりの主体

による粘り強い検討と，地域による合意によって，前例

のない木材を路面に用いた歩道拡幅社会実験が実現され

た．また，社会実験実施後も，都市の木質化プロジェク

トが主導するアートイベントと連動した木質ベンチの設

置検討，低炭素地区会議による低炭素まちづくりの勉強

会（なごや環境大学 共育講座 「錦二丁目環境アカデミ

ー 低炭素まちづくりの知識創造スパイラルアップ学習

会」）の実施など，多様な活動が展開されている． 

つまり，これまでのまちづくりの経験が社会実験の実

現の要因であり，社会実験の経験がその後の取組みや運

動の要因となっており，地域力を原動力としたまちづく

りの好循環が生まれている． 
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